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受益者の皆様へ 

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。 

さて、ＡＢケイマン・トラスト（以下「トラスト」といいます。）のサブ・ファンドであるグローバ

ル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（以下「ファンド」といいます。）は、このた

び、第14期の決算を行いました。 

ここに、運用状況をご報告申し上げます。 

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

ファンドの仕組みは、以下の通りです。 

ファンド形態 ケイマン籍オープンエンド契約型公募外国投資信託／追加型 

信託期間 ファンドは、2028年９月30日に終了する予定です。 
ただし、管理会社が、受託会社と協議の上、受益者の利益のためと判断した場
合には、事前にファンドを終了させることがあり、また償還日を延期すること
があります。 

運用方針 ファンドの目的は、ＡＢケイマン・マスター・トラスト－グローバル・ハイ・
インカム・エクイティ・ファンド（以下「投資対象ファンド」といいます。）
に対する投資を通じ、世界の様々な業種の株式を主要投資対象として分散投資
を行い、配当収益の最大化と長期的な値上り益を追求することです。 

主要投資対象 ファンド ＡＢケイマン・マスター・トラスト－グローバル・ハ
イ・インカム・エクイティ・ファンド 

投資対象ファンド ◆投資対象ファンドは、高い配当利回りが期待でき、かつ
長期の収益力に対して株価が割安に放置されている銘柄
を発掘し、投資を行います。 

◆投資対象ファンドは、主に先進国市場を所在地とする発
行体の証券に投資を行いますが、新興国市場を所在地と
する発行体の証券にも投資を行います。 

◆投資対象ファンドは、主に普通株式に投資を行います
が、優先株式、ワラントおよび転換証券（スポンサー付
きまたはスポンサーなしのＡＤＲ（米国預託証券）およ
びＧＤＲ（グローバル預託証券）またはこれらに相当す
る証券を含みますが、これらに限られません。）にも投
資する場合があります。 

◆投資対象ファンドは、主として世界の株式に投資を行い
ますが、これらの株式は米ドル建またはその他の現地通
貨建です。原則として、投資対象ファンド内の米ドル建
ではない資産については、為替取引（当該米ドル以外の
通貨売り、米ドル買い）を行います。なお、米ドル建で
はない資産には、預託証券等の商品に内在する通貨エク
スポージャーも含まれます。 

ファンドの運用方法 世界の好配当株式を実質的な投資対象とします。 
◆ファンドは、資産の大部分をケイマン籍の契約型外国籍投資信託である投資
対象ファンドに投資します。 

◆ファンドは、投資対象ファンドへの投資を通じ、世界の様々な業種の株式を
主要投資対象として分散投資を行い、配当収益の最大化と長期的な値上り益
を追求します。 

◆投資対象ファンドは、高い配当利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対し
て株価が割安に放置されている銘柄を発掘し、投資を行います。 

好配当株式とは… 
本書では、高い配当利回り（１株当たり年間配当金／株価）が期待でき、株価
が割安で将来の値上り益が期待できる株式を「好配当株式」といいます。 
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主な投資制限 ◆投資対象ファンドの総資産の50％以上を金融商品取引法第２条第１項に定義さ
れる「有価証券」に投資します。ただし、投資対象ファンドの運用開始直後、
大量の買戻請求が予想される場合または管理会社がコントロールすることがで
きないその他の状況が予想される場合を除きます。 

◆投資信託証券（上場不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）および上場投資信託証券
（ＥＴＦ）を除きます。）への投資割合は、投資対象ファンドの純資産総額の
５％以下とします。 

◆借入総額が投資対象ファンドの純資産総額の10％を超えることになる借入れは
禁止されています。ただし、合併等の非常事態または緊急事態の場合には一時
的に10％の制限を超過することができます。 

◆管理会社が運用を行う投資ファンドの全体において、１発行企業の発行する株
式（投資法人が発行する投資証券を含みます。）の議決権の総数の50％を超え
て、当該会社の株式の取得を行いません。 

◆流動性の低い資産への投資は、純資産総額の15％以下とします。15％を超えて
投資する場合には、私募証券、非上場証券、およびその他流動性に欠ける資産
への投資につき、価格決定の透明性を確保する適切な方法が採られている場合
に限ります。 

分配方針 原則、毎月15日（15日がファンド営業日ではない場合には、その翌ファンド営
業日）を分配基準日として、分配を宣言します。 
分配は、販売取扱会社を通じて投資者に対して、分配基準日（同日を含みま
す。）から起算して原則として９ファンド営業日目以内に支払われます。 
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Ⅰ．運用の経過等 
 

(1）当期の運用の経過および今後の運用方針 
 

■１口当たり純資産価格等の推移について 

 
＜米ドル建－米ドルクラス＞ 

 

 第13期末の１口当たり純資産価格： 

 11.29米ドル 

 第14期末の１口当たり純資産価格： 

 
11.04米ドル 

（分配金額：1.660米ドル） 

 騰落率： 

 13.98％ 

 ■１口当たり純資産価格の主な変動要因 

上昇要因 

・情報技術セクターや金融セクターなどの

一部保有銘柄の価格上昇 

・株式からの配当収入 

下落要因 

・不動産セクターなどの一部保有銘柄の価

格下落 

  

 

＜米ドル建－ブラジルレアルクラス＞ 

 

 第13期末の１口当たり純資産価格： 

 5.43米ドル 

 第14期末の１口当たり純資産価格： 

 6.58米ドル 
（分配金額：0.132米ドル） 

 騰落率： 

 24.14％ 

 ■１口当たり純資産価格の主な変動要因 

上昇要因 

・情報技術セクターや金融セクターなどの

一部保有銘柄の価格上昇 

・株式からの配当収入 

・為替取引によるプレミアム 

・米ドル安ブラジルレアル高による為替差

益 

下落要因 

・不動産セクターなどの一部保有銘柄の価

格下落 
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＜豪ドル建－豪ドルクラス＞ 

 

 第13期末の１口当たり純資産価格： 

 11.22豪ドル 

 第14期末の１口当たり純資産価格： 

 
11.03豪ドル 

（分配金額：1.430豪ドル） 

 騰落率： 

 12.22％ 

 ■１口当たり純資産価格の主な変動要因 

上昇要因 

・情報技術セクターや金融セクターなどの

一部保有銘柄の価格上昇 

・株式からの配当収入 

下落要因 

・為替取引によるコスト 

・不動産セクターなどの一部保有銘柄の価

格下落 

  

 

＜豪ドル建－ブラジルレアルクラス＞ 

 

 第13期末の１口当たり純資産価格： 

 7.78豪ドル 

 第14期末の１口当たり純資産価格： 

 9.85豪ドル 
（分配金額：0.192豪ドル） 

 騰落率： 

 29.53％ 

 ■１口当たり純資産価格の主な変動要因 

上昇要因 

・情報技術セクターや金融セクターなどの

一部保有銘柄の価格上昇 

・株式からの配当収入 

・為替取引によるプレミアム 

・豪ドル安ブラジルレアル高による為替差

益 

下落要因 

・不動産セクターなどの一部保有銘柄の価

格下落 

  

 
（注１）騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。端数調整方法の違いにより、月次報告書に

記載の騰落率とは異なる場合があります。以下同じです。 

（注２）１口当たり分配金額は、税引前の１口当たり分配金額を記載しています。以下同じです。 

（注３）１口当たり純資産価格（分配金（課税前）再投資ベース）は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算

出したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。以下同じです。 

（注４）１口当たり純資産価格（分配金（課税前）再投資ベース）は、第13期末の１口当たり純資産価格を起点として計算しています。 

（注５）ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 

（注６）ファンドにベンチマークは設定されていません。 
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■分配金について 
 当期（2024年10月１日〜2025年９月30日）の１口当たり分配金（課税前）はそれぞれ下表のとおりで

す。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における１口当た

り分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 

 

＜米ドル建－米ドルクラス＞ 

（金額：米ドル） 

分配落日 
１口当たり 

純資産価格 

１口当たり分配金額（注１） 

(対１口当たり純資産価格比率（注２）) 

分配金を含む 

１口当たり純資産価格の

変動額（注３） 

2024年10月16日 11.27 
0.015 

（0.133％） 
0.185 

2024年11月18日 11.18 
0.015 

（0.134％） 
－0.075 

2024年12月17日 10.54 
0.840 

（7.381％） 
0.200 

2025年１月16日 10.35 
0.015 

（0.145％） 
－0.175 

2025年２月19日 10.82 
0.015 

（0.138％） 
0.485 

2025年３月18日 10.51 
0.015 

（0.143％） 
－0.295 

2025年４月16日 10.08 
0.015 

（0.149％） 
－0.415 

2025年５月16日 11.08 
0.015 

（0.135％） 
1.015 

2025年６月17日 10.37 
0.670 

（6.069％） 
－0.040 

2025年７月16日 10.64 
0.015 

（0.141％） 
0.285 

2025年８月18日 10.80 
0.015 

（0.139％） 
0.175 

2025年９月17日 11.01 
0.015 

（0.136％） 
0.225 

（注１）「１口当たり分配金額」には分配落日における１口当たりの分配金額を記載しています。 

（注２）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意く

ださい。 

対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ 

ａ＝当該分配落日における１口当たり分配金額 

ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 

以下同じです。 

（注３）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。 

分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ 

ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 

ｃ＝当該分配落日の直前の分配落日における１口当たり純資産価格 

以下同じです。 

（注４）2024年10月16日の直前の分配落日（2024年９月18日）における１口当たり純資産価格は、11.10米ドルでした。 
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＜米ドル建－ブラジルレアルクラス＞ 

（金額：米ドル） 

分配落日 
１口当たり 

純資産価格 

１口当たり分配金額（注１） 

(対１口当たり純資産価格比率（注２）) 

分配金を含む 

１口当たり純資産価格の

変動額（注３） 

2024年10月16日 5.23 
0.011 

（0.210％） 
－0.079 

2024年11月18日 5.12 
0.011 

（0.214％） 
－0.099 

2024年12月17日 4.91 
0.011 

（0.224％） 
－0.199 

2025年１月16日 4.88 
0.011 

（0.225％） 
－0.019 

2025年２月19日 5.41 
0.011 

（0.203％） 
0.541 

2025年３月18日 5.34 
0.011 

（0.206％） 
－0.059 

2025年４月16日 4.97 
0.011 

（0.221％） 
－0.359 

2025年５月16日 5.68 
0.011 

（0.193％） 
0.721 

2025年６月17日 5.87 
0.011 

（0.187％） 
0.201 

2025年７月16日 5.97 
0.011 

（0.184％） 
0.111 

2025年８月18日 6.25 
0.011 

（0.176％） 
0.291 

2025年９月17日 6.57 
0.011 

（0.167％） 
0.331 

 （注）2024年10月16日の直前の分配落日（2024年９月18日）における１口当たり純資産価格は、5.32米ドルでした。 
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＜豪ドル建－豪ドルクラス＞ 

（金額：豪ドル） 

分配落日 
１口当たり 

純資産価格 

１口当たり分配金額（注１） 

(対１口当たり純資産価格比率（注２）) 

分配金を含む 

１口当たり純資産価格の

変動額（注３） 

2024年10月16日 11.21 
0.010 

（0.089％） 
0.190 

2024年11月18日 11.12 
0.010 

（0.090％） 
－0.080 

2024年12月17日 10.54 
0.770 

（6.808％） 
0.190 

2025年１月16日 10.33 
0.010 

（0.097％） 
－0.200 

2025年２月19日 10.80 
0.010 

（0.093％） 
0.480 

2025年３月18日 10.49 
0.010 

（0.095％） 
－0.300 

2025年４月16日 10.02 
0.010 

（0.100％） 
－0.460 

2025年５月16日 10.98 
0.010 

（0.091％） 
0.970 

2025年６月17日 10.38 
0.560 

（5.119％） 
－0.040 

2025年７月16日 10.64 
0.010 

（0.094％） 
0.270 

2025年８月18日 10.80 
0.010 

（0.093％） 
0.170 

2025年９月17日 11.00 
0.010 

（0.091％） 
0.210 

 （注）2024年10月16日の直前の分配落日（2024年９月18日）における１口当たり純資産価格は、11.03豪ドルでした。 
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＜豪ドル建－ブラジルレアルクラス＞ 

（金額：豪ドル） 

分配落日 
１口当たり 

純資産価格 

１口当たり分配金額（注１） 

(対１口当たり純資産価格比率（注２）) 

分配金を含む 

１口当たり純資産価格の

変動額（注３） 

2024年10月16日 7.77 
0.016 

（0.205％） 
－0.034 

2024年11月18日 7.80 
0.016 

（0.205％） 
0.046 

2024年12月17日 7.69 
0.016 

（0.208％） 
－0.094 

2025年１月16日 7.79 
0.016 

（0.205％） 
0.116 

2025年２月19日 8.46 
0.016 

（0.189％） 
0.686 

2025年３月18日 8.31 
0.016 

（0.192％） 
－0.134 

2025年４月16日 7.73 
0.016 

（0.207％） 
－0.564 

2025年５月16日 8.78 
0.016 

（0.182％） 
1.066 

2025年６月17日 8.97 
0.016 

（0.178％） 
0.206 

2025年７月16日 9.07 
0.016 

（0.176％） 
0.116 

2025年８月18日 9.53 
0.016 

（0.168％） 
0.476 

2025年９月17日 9.78 
0.016 

（0.163％） 
0.266 

 （注）2024年10月16日の直前の分配落日（2024年９月18日）における１口当たり純資産価格は、7.82豪ドルでした。 
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■投資環境について 
 2025年９月30日までの12ヵ月間におけるグローバル株式市場は、上昇しました。2025年４月初めに、

米国が発表した想定以上に厳しい相互関税を受けて世界的な景気減速懸念が生じ、大きく下落する局面

がありましたが、欧米の利下げ観測、米国と主要貿易相手国間の関税協議が進展するとの期待や、底堅

い欧米経済などを背景におおむね堅調に推移しました。 

 

■ポートフォリオについて 
 ファンドは投資対象ファンドへの投資を通じ、世界の様々な業種の株式を主要投資対象として分散投

資を行い、配当収益の最大化と長期的な値上がり益を追求します。投資対象ファンドでは、高い配当利

回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して株価が割安に放置されている銘柄を発掘し、投資を行いま

す。 

 その結果、セクター配分においては、一般消費財・サービス・セクター、金融セクター、生活必需品

セクターなどが上位となりました。国別配分においては、米国、英国、カナダなどが上位となりました。 

 なお、米ドル建－ブラジルレアルクラスでは、追加的な為替リターンの追求のために、米ドル建資産

について米ドル売り・ブラジルレアル買いの為替取引を行いました。 

 豪ドル建－豪ドルクラスでは、豪ドルと米ドル間の為替レートの変動による影響を低減するために、

米ドル売り・豪ドル買いの為替ヘッジ取引を行いました。 

 豪ドル建－ブラジルレアルクラスでは、追加的な為替リターンの追求のために、米ドル建資産につい

て米ドル売り・ブラジルレアル買いの為替取引を行いました。 

 

■投資の対象とする有価証券の主な銘柄 

 当期末現在における有価証券の主な銘柄については、後記「Ⅲ.ファンドの経理状況 ③ 投資有価証

券明細表等」をご参照ください。 

 

■今後の運用方針 

 ファンドでは、短期的な市場の動きに過度に影響されないよう、長期的に一貫した投資哲学と運用プ

ロセスを堅持しており、フリーキャッシュフローを長期にわたり持続的に拡大できる企業は配当と株価

の両面で優れたリターンをもたらすという考えです。そして、そうした企業を発掘すべく、成長エンジ

ン、ビジネスモデルの拡張性、持続力のある競争優位性、規律ある資本配分というファンダメンタルズ

面の４つの柱に重点を置いたリサーチを行っています。 

 このような運用プロセスに基づき、「配当成長が期待できる銘柄」、「現在の高配当利回りの維持が

期待できる銘柄」、「利益を有効に再投資することで将来の高配当が期待できる銘柄」という３つの特

性をバランス良く組み合わせたポートフォリオを構築し、長期にわたる魅力的なインカム確保を目指し

ています。 
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(2）費用の明細 

 

項目 項目の概要 

管理会社報酬 

＜管理会社として提供するサービス＞ 
純資産総額の年率0.01％ 
＜投資運用会社として提供するサービス＞ 
純資産総額の年率0.19％ 

ファンド資産の管理運用業務、受益証券の発行業
務、ファンドの投資運用業務 

受託会社報酬 年間10,000米ドル ファンドの受託業務 

販売会社報酬 純資産総額の年率0.60％ ファンドの受益証券の販売・買戻しの取扱業務 

代行協会員報酬 純資産総額の年率0.05％ 
受益証券１口当たり純資産価格の公表等ファンド
の代行協会員業務 

その他の費用（当期） 0.23％ 
専門家報酬（弁護士費用および会計士費用）、管
理事務代行会社報酬等 

（注１）各報酬については、目論見書に定められている料率および金額を記しています。「その他の費用（当期）」には、運用状況等

により変動するものや実費となるものが含まれます。便宜上、当期のその他の費用の金額をファンドの当期末の純資産総額で

除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。 

（注２）各項目の費用は、投資対象ファンドの費用を含みません。 
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Ⅱ．直近10期の運用実績 
 

(1）純資産の推移 
 下記会計年度末および第14会計年度中の各月末の純資産の推移は以下のとおりです。 

（米ドル建－米ドルクラス受益証券） 

 純資産総額 １口当たり純資産価格 

 米ドル 円 米ドル 円 

第５会計年度末 
（2016年９月30日） 

21,292,285 3,271,772,513 10.04 1,543 

第６会計年度末 
（2017年９月30日） 

24,091,053 3,701,831,204 10.91 1,676 

第７会計年度末 
（2018年９月30日） 

16,975,556 2,608,463,935 10.65 1,636 

第８会計年度末 
（2019年９月30日） 

13,699,543 2,105,071,777 10.35 1,590 

第９会計年度末 
（2020年９月30日） 

10,203,576 1,567,881,488 9.23 1,418 

第10会計年度末 
（2021年９月30日） 

14,518,643 2,230,934,683 10.33 1,587 

第11会計年度末 
（2022年９月30日） 

15,124,305 2,324,000,706 9.04 1,389 

第12会計年度末 
（2023年９月30日） 

14,944,708 2,296,403,831 10.21 1,569 

第13会計年度末 
（2024年９月30日） 

15,679,822 2,409,361,449 11.29 1,735 

第14会計年度末 
（2025年９月30日） 

14,275,889 2,193,633,104 11.04 1,696 

2024年10月末日 14,836,005 2,279,700,528 11.13 1,710 

11月末日 15,043,853 2,311,638,452 11.37 1,747 

12月末日 13,608,891 2,091,142,191 10.31 1,584 

2025年１月末日 13,957,541 2,144,715,750 10.57 1,624 

２月末日 14,131,603 2,171,462,117 10.72 1,647 

３月末日 13,689,586 2,103,541,785 10.40 1,598 

４月末日 13,985,901 2,149,073,548 10.63 1,633 

５月末日 14,622,434 2,246,883,208 11.11 1,707 

６月末日 13,969,988 2,146,628,356 10.65 1,636 

７月末日 13,900,956 2,136,020,899 10.62 1,632 

８月末日 14,023,847 2,154,904,330 10.74 1,650 

９月末日 14,275,889 2,193,633,104 11.04 1,696 

（注）米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2026年１月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信

売買相場の仲値（１米ドル＝153.66円および１豪ドル＝107.96円）によります。以下同じです。 
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（米ドル建－ブラジルレアルクラス受益証券） 

 純資産総額 １口当たり純資産価格 

 米ドル 円 米ドル 円 

第５会計年度末 
（2016年９月30日） 

12,732,300 1,956,445,218 5.91 908 

第６会計年度末 
（2017年９月30日） 

15,382,775 2,363,717,207 6.82 1,048 

第７会計年度末 
（2018年９月30日） 

10,100,544 1,552,049,591 5.20 799 

第８会計年度末 
（2019年９月30日） 

7,369,206 1,132,352,194 4.81 739 

第９会計年度末 
（2020年９月30日） 

4,019,006 617,560,462 2.96 455 

第10会計年度末 
（2021年９月30日） 

4,503,733 692,043,613 3.90 599 

第11会計年度末 
（2022年９月30日） 

3,971,193 610,213,516 3.66 562 

第12会計年度末 
（2023年９月30日） 

4,875,904 749,231,409 4.87 748 

第13会計年度末 
（2024年９月30日） 

2,813,208 432,277,541 5.43 834 

第14会計年度末 
（2025年９月30日） 

2,293,300 352,388,478 6.58 1,011 

2024年10月末日 2,621,038 402,748,699 5.06 778 

11月末日 2,405,659 369,653,562 5.02 771 

12月末日 2,264,947 348,031,756 4.75 730 

2025年１月末日 2,460,829 378,130,984 5.16 793 

２月末日 1,945,411 298,931,854 5.23 804 

３月末日 1,959,084 301,032,847 5.26 808 

４月末日 2,012,125 309,183,128 5.42 833 

５月末日 2,026,575 311,403,515 5.66 870 

６月末日 2,181,574 335,220,661 6.09 936 

７月末日 2,103,736 323,260,074 5.94 913 

８月末日 2,210,932 339,731,811 6.24 959 

９月末日 2,293,300 352,388,478 6.58 1,011 
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（豪ドル建－豪ドルクラス受益証券） 

 純資産総額 １口当たり純資産価格 

 豪ドル 円 豪ドル 円 

第５会計年度末 
（2016年９月30日） 

52,708,377 5,690,396,381 9.38 1,013 

第６会計年度末 
（2017年９月30日） 

68,177,860 7,360,481,766 10.27 1,109 

第７会計年度末 
（2018年９月30日） 

69,522,025 7,505,597,819 10.20 1,101 

第８会計年度末 
（2019年９月30日） 

87,387,726 9,434,378,899 9.84 1,062 

第９会計年度末 
（2020年９月30日） 

95,924,284 10,355,985,701 8.48 916 

第10会計年度末 
（2021年９月30日） 

74,685,631 8,063,060,723 10.32 1,114 

第11会計年度末 
（2022年９月30日） 

47,334,356 5,110,217,074 8.90 961 

第12会計年度末 
（2023年９月30日） 

44,629,936 4,818,247,891 10.39 1,122 

第13会計年度末 
（2024年９月30日） 

42,434,711 4,581,251,400 11.22 1,211 

第14会計年度末 
（2025年９月30日） 

39,625,115 4,277,927,415 11.03 1,191 

2024年10月末日 41,687,039 4,500,532,730 11.06 1,194 

11月末日 42,178,964 4,553,640,953 11.30 1,220 

12月末日 38,282,255 4,132,952,250 10.28 1,110 

2025年１月末日 39,025,246 4,213,165,558 10.55 1,139 

２月末日 39,574,651 4,272,479,322 10.70 1,155 

３月末日 37,889,743 4,090,576,654 10.38 1,121 

４月末日 38,455,932 4,151,702,419 10.54 1,138 

５月末日 40,120,688 4,331,429,476 11.01 1,189 

６月末日 38,815,533 4,190,524,943 10.65 1,150 

７月末日 38,593,933 4,166,601,007 10.62 1,147 

８月末日 38,744,307 4,182,835,384 10.73 1,158 

９月末日 39,625,115 4,277,927,415 11.03 1,191 
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（豪ドル建－ブラジルレアルクラス受益証券） 

 純資産総額 １口当たり純資産価格 

 豪ドル 円 豪ドル 円 

第５会計年度末 
（2016年９月30日） 

12,625,328 1,363,030,411 8.03 867 

第６会計年度末 
（2017年９月30日） 

22,761,117 2,457,290,191 8.71 940 

第７会計年度末 
（2018年９月30日） 

10,871,468 1,173,683,685 7.37 796 

第８会計年度末 
（2019年９月30日） 

5,668,247 611,943,946 7.20 777 

第９会計年度末 
（2020年９月30日） 

2,838,275 306,420,169 4.11 444 

第10会計年度末 
（2021年９月30日） 

2,864,251 309,224,538 5.34 577 

第11会計年度末 
（2022年９月30日） 

2,305,258 248,875,654 5.64 609 

第12会計年度末 
（2023年９月30日） 

2,652,340 286,346,626 7.49 809 

第13会計年度末 
（2024年９月30日） 

2,261,185 244,117,533 7.78 840 

第14会計年度末 
（2025年９月30日） 

2,648,832 285,967,903 9.85 1,063 

2024年10月末日 2,213,281 238,945,817 7.62 823 

11月末日 2,215,773 239,214,853 7.63 824 

12月末日 2,196,772 237,163,505 7.56 816 

2025年１月末日 2,388,962 257,912,338 8.22 887 

２月末日 2,422,897 261,575,960 8.34 900 

３月末日 2,422,802 261,565,704 8.34 900 

４月末日 2,433,771 262,749,917 8.38 905 

５月末日 2,526,532 272,764,395 8.70 939 

６月末日 2,663,625 287,564,955 9.17 990 

７月末日 2,601,528 280,860,963 9.16 989 

８月末日 2,685,161 289,889,982 9.45 1,020 

９月末日 2,648,832 285,967,903 9.85 1,063 
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(2）分配の推移 

 下記会計年度および第14会計年度中の各月の分配の推移は、以下のとおりです。 

（米ドル建－米ドルクラス受益証券） 

 １口当たり分配金 

 米ドル 円 

第５会計年度 
（2015年10月１日～2016年９月30日） 

0.180 28 

第６会計年度 
（2016年10月１日～2017年９月30日） 

0.685 105 

第７会計年度 
（2017年10月１日～2018年９月30日） 

0.815 125 

第８会計年度 
（2018年10月１日～2019年９月30日） 

0.180 28 

第９会計年度 
（2019年10月１日～2020年９月30日） 

0.180 28 

第10会計年度 
（2020年10月１日～2021年９月30日） 

1.700 261 

第11会計年度 
（2021年10月１日～2022年９月30日） 

0.180 28 

第12会計年度 
（2022年10月１日～2023年９月30日） 

0.695 107 

第13会計年度 
（2023年10月１日～2024年９月30日） 

0.925 142 

第14会計年度 
（2024年10月１日～2025年９月30日） 

1.660 255 

2024年10月 0.015 2 

11月 0.015 2 

12月 0.840 129 

2025年１月 0.015 2 

２月 0.015 2 

３月 0.015 2 

４月 0.015 2 

５月 0.015 2 

６月 0.670 103 

７月 0.015 2 

８月 0.015 2 

９月 0.015 2 
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（米ドル建－ブラジルレアルクラス受益証券） 

 １口当たり分配金 

 米ドル 円 

第５会計年度 
（2015年10月１日～2016年９月30日） 

0.779 120 

第６会計年度 
（2016年10月１日～2017年９月30日） 

0.732 112 

第７会計年度 
（2017年10月１日～2018年９月30日） 

0.696 107 

第８会計年度 
（2018年10月１日～2019年９月30日） 

0.300 46 

第９会計年度 
（2019年10月１日～2020年９月30日） 

0.286 44 

第10会計年度 
（2020年10月１日～2021年９月30日） 

0.132 20 

第11会計年度 
（2021年10月１日～2022年９月30日） 

0.132 20 

第12会計年度 
（2022年10月１日～2023年９月30日） 

0.132 20 

第13会計年度 
（2023年10月１日～2024年９月30日） 

0.132 20 

第14会計年度 
（2024年10月１日～2025年９月30日） 

0.132 20 

2024年10月 0.011 2 

11月 0.011 2 

12月 0.011 2 

2025年１月 0.011 2 

２月 0.011 2 

３月 0.011 2 

４月 0.011 2 

５月 0.011 2 

６月 0.011 2 

７月 0.011 2 

８月 0.011 2 

９月 0.011 2 
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（豪ドル建－豪ドルクラス受益証券） 

 １口当たり分配金 

 豪ドル 円 

第５会計年度 
（2015年10月１日～2016年９月30日） 

0.624 67 

第６会計年度 
（2016年10月１日～2017年９月30日） 

0.624 67 

第７会計年度 
（2017年10月１日～2018年９月30日） 

0.582 63 

第８会計年度 
（2018年10月１日～2019年９月30日） 

0.120 13 

第９会計年度 
（2019年10月１日～2020年９月30日） 

0.120 13 

第10会計年度 
（2020年10月１日～2021年９月30日） 

0.680 73 

第11会計年度 
（2021年10月１日～2022年９月30日） 

0.120 13 

第12会計年度 
（2022年10月１日～2023年９月30日） 

0.120 13 

第13会計年度 
（2023年10月１日～2024年９月30日） 

1.000 108 

第14会計年度 
（2024年10月１日～2025年９月30日） 

1.430 154 

2024年10月 0.010 1 

11月 0.010 1 

12月 0.770 83 

2025年１月 0.010 1 

２月 0.010 1 

３月 0.010 1 

４月 0.010 1 

５月 0.010 1 

６月 0.560 60 

７月 0.010 1 

８月 0.010 1 

９月 0.010 1 
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（豪ドル建－ブラジルレアルクラス受益証券） 

 １口当たり分配金 

 豪ドル 円 

第５会計年度 
（2015年10月１日～2016年９月30日） 

1.296 140 

第６会計年度 
（2016年10月１日～2017年９月30日） 

1.296 140 

第７会計年度 
（2017年10月１日～2018年９月30日） 

0.738 80 

第８会計年度 
（2018年10月１日～2019年９月30日） 

0.552 60 

第９会計年度 
（2019年10月１日～2020年９月30日） 

0.522 56 

第10会計年度 
（2020年10月１日～2021年９月30日） 

0.192 21 

第11会計年度 
（2021年10月１日～2022年９月30日） 

0.192 21 

第12会計年度 
（2022年10月１日～2023年９月30日） 

0.192 21 

第13会計年度 
（2023年10月１日～2024年９月30日） 

0.192 21 

第14会計年度 
（2024年10月１日～2025年９月30日） 

0.192 21 

2024年10月 0.016 2 

11月 0.016 2 

12月 0.016 2 

2025年１月 0.016 2 

２月 0.016 2 

３月 0.016 2 

４月 0.016 2 

５月 0.016 2 

６月 0.016 2 

７月 0.016 2 

８月 0.016 2 

９月 0.016 2 
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(3）販売及び買戻しの実績 

 下記会計年度中の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は以下のと

おりです。 

（米ドル建－米ドルクラス受益証券） 

会計年度 販売口数 買戻し口数 発行済口数 

第５会計年度 
（2015年10月１日～ 
 2016年９月30日） 

579,900 
(579,900) 

822,790 
(822,790) 

2,121,000 
(2,121,000) 

第６会計年度 
（2016年10月１日～ 
 2017年９月30日） 

953,920 
(953,920) 

866,440 
(866,440) 

2,208,480 
(2,208,480) 

第７会計年度 
（2017年10月１日～ 
 2018年９月30日） 

188,740 
(188,740) 

803,520 
(803,520) 

1,593,700 
(1,593,700) 

第８会計年度 
（2018年10月１日～ 
 2019年９月30日） 

121,300 
(121,300) 

391,410 
(391,410) 

1,323,590 
(1,323,590) 

第９会計年度 
（2019年10月１日～ 
 2020年９月30日） 

133,030 
(133,030) 

350,740 
(350,740) 

1,105,880 
(1,105,880) 

第10会計年度 
（2020年10月１日～ 
 2021年９月30日） 

529,310 
(529,310) 

230,350 
(230,350) 

1,404,840 
(1,404,840) 

第11会計年度 
（2021年10月１日～ 
 2022年９月30日） 

589,060 
(589,060) 

320,040 
(320,040) 

1,673,860 
(1,673,860) 

第12会計年度 
（2022年10月１日～ 
 2023年９月30日） 

31,950 
(31,950) 

241,910 
(241,910) 

1,463,900 
(1,463,900) 

第13会計年度 
（2023年10月１日～ 
 2024年９月30日） 

0 
(0) 

74,550 
(74,550) 

1,389,350 
(1,389,350) 

第14会計年度 
（2024年10月１日～ 
 2025年９月30日） 

0 
(0) 

96,440 
(96,440) 

1,292,910 
(1,292,910) 

（注）（ ）内の数字は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。以下同じです。 
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（米ドル建－ブラジルレアルクラス受益証券） 

会計年度 販売口数 買戻し口数 発行済口数 

第５会計年度 
（2015年10月１日～ 
 2016年９月30日） 

844,790 
(844,790) 

268,690 
(268,690) 

2,155,450 
(2,155,450) 

第６会計年度 
（2016年10月１日～ 
 2017年９月30日） 

952,480 
(952,480) 

851,380 
(851,380) 

2,256,550 
(2,256,550) 

第７会計年度 
（2017年10月１日～ 
 2018年９月30日） 

197,320 
(197,320) 

509,970 
(509,970) 

1,943,900 
(1,943,900) 

第８会計年度 
（2018年10月１日～ 
 2019年９月30日） 

0 
(0) 

412,500 
(412,500) 

1,531,400 
(1,531,400) 

第９会計年度 
（2019年10月１日～ 
 2020年９月30日） 

14,000 
(14,000) 

187,530 
(187,530) 

1,357,870 
(1,357,870) 

第10会計年度 
（2020年10月１日～ 
 2021年９月30日） 

0 
(0) 

203,130 
(203,130) 

1,154,740 
(1,154,740) 

第11会計年度 
（2021年10月１日～ 
 2022年９月30日） 

0 
(0) 

68,280 
(68,280) 

1,086,460 
(1,086,460) 

第12会計年度 
（2022年10月１日～ 
 2023年９月30日） 

0 
(0) 

85,380 
(85,380) 

1,001,080 
(1,001,080) 

第13会計年度 
（2023年10月１日～ 
 2024年９月30日） 

0 
(0) 

482,920 
(482,920) 

518,160 
(518,160) 

第14会計年度 
（2024年10月１日～ 
 2025年９月30日） 

0 
(0) 

169,510 
(169,510) 

348,650 
(348,650) 
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（豪ドル建－豪ドルクラス受益証券） 

会計年度 販売口数 買戻し口数 発行済口数 

第５会計年度 
（2015年10月１日～ 
 2016年９月30日） 

4,160,720 
(4,160,720) 

801,070 
(801,070) 

5,619,230 
(5,619,230) 

第６会計年度 
（2016年10月１日～ 
 2017年９月30日） 

3,885,900 
(3,885,900) 

2,879,420 
(2,879,420) 

6,625,710 
(6,625,710) 

第７会計年度 
（2017年10月１日～ 
 2018年９月30日） 

2,687,410 
(2,687,410) 

2,496,350 
(2,496,350) 

6,816,770 
(6,816,770) 

第８会計年度 
（2018年10月１日～ 
 2019年９月30日） 

3,946,180 
(3,946,180) 

1,883,810 
(1,883,810) 

8,879,140 
(8,879,140) 

第９会計年度 
（2019年10月１日～ 
 2020年９月30日） 

4,937,680 
(4,937,680) 

2,510,320 
(2,510,320) 

11,306,500 
(11,306,500) 

第10会計年度 
（2020年10月１日～ 
 2021年９月30日） 

1,519,200 
(1,519,200) 

5,620,360 
(5,620,360) 

7,205,340 
(7,205,340) 

第11会計年度 
（2021年10月１日～ 
 2022年９月30日） 

910,450 
(910,450) 

2,799,590 
(2,799,590) 

5,316,200 
(5,316,200) 

第12会計年度 
（2022年10月１日～ 
 2023年９月30日） 

63,700 
(63,700) 

1,083,170 
(1,083,170) 

4,296,730 
(4,296,730) 

第13会計年度 
（2023年10月１日～ 
 2024年９月30日） 

0 
(0) 

514,570 
(514,570) 

3,782,160 
(3,782,160) 

第14会計年度 
（2024年10月１日～ 
 2025年９月30日） 

0 
(0) 

188,260 
(188,260) 

3,593,900 
(3,593,900) 
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（豪ドル建－ブラジルレアルクラス受益証券） 

会計年度 販売口数 買戻し口数 発行済口数 

第５会計年度 
（2015年10月１日～ 
 2016年９月30日） 

1,294,930 
(1,294,930) 

77,750 
(77,750) 

1,572,270 
(1,572,270) 

第６会計年度 
（2016年10月１日～ 
 2017年９月30日） 

1,844,520 
(1,844,520) 

802,790 
(802,790) 

2,614,000 
(2,614,000) 

第７会計年度 
（2017年10月１日～ 
 2018年９月30日） 

193,180 
(193,180) 

1,331,770 
(1,331,770) 

1,475,410 
(1,475,410) 

第８会計年度 
（2018年10月１日～ 
 2019年９月30日） 

12,140 
(12,140) 

700,410 
(700,410) 

787,140 
(787,140) 

第９会計年度 
（2019年10月１日～ 
 2020年９月30日） 

55,000 
(55,000) 

151,030 
(151,030) 

691,110 
(691,110) 

第10会計年度 
（2020年10月１日～ 
 2021年９月30日） 

0 
(0) 

154,620 
(154,620) 

536,490 
(536,490) 

第11会計年度 
（2021年10月１日～ 
 2022年９月30日） 

0 
(0) 

127,940 
(127,940) 

408,550 
(408,550) 

第12会計年度 
（2022年10月１日～ 
 2023年９月30日） 

0 
(0) 

54,430 
(54,430) 

354,120 
(354,120) 

第13会計年度 
（2023年10月１日～ 
 2024年９月30日） 

0 
(0) 

63,650 
(63,650) 

290,470 
(290,470) 

第14会計年度 
（2024年10月１日～ 
 2025年９月30日） 

0 
(0) 

21,500 
(21,500) 

268,970 
(268,970) 
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Ⅲ．ファンドの経理状況 
 

ａ．ファンドの直近会計年度の日本文の財務書類は、米国における法令および米国で一般に公正妥当

と認められる会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです（ただし、円換算

部分を除きます。）。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第328条第５項ただし書の規定の適用によるもの

です。 

 

ｂ．ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条

の３第７項に規定する外国監査法人等をいいます。）であるプライスウォーターハウスクーパース 

ケイマン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると

認められる証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含みます。）が当該財務書類に添付され

ています。 

 

ｃ．ファンドの原文の財務書類は米ドルおよび豪ドルで表示されています。日本文の財務書類には、

主要な金額について円換算額が併記されています。日本円への換算には、2026年１月30日現在にお

ける株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝153.66円および１豪ドル＝

107.96円）が使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。したがって、合

計数値が一致しない場合があります。 
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（訳文） 

独立監査人の監査報告書 

 

グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）の受託会社としての立場に限定したイ

ンタートラスト・トラスティーズ（ケイマン）リミテッド御中 

 

意見 

 

 私どもは、添付のグローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（ＡＢケイマン・

トラストのシリーズ・トラスト）（以下「ファンド」という。）の財務書類、すなわち、2025年９月30

日現在の資産負債計算書ならびに同日に終了した会計年度における損益計算書および純資産変動計算

書、ならびに関連する注記（以下、総称して「財務書類」という。）の監査を行った。 

 

 私どもは、添付の財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して、ファ

ンドの2025年９月30日現在の財政状態ならびに同日に終了した会計年度における運用成績および純資産

の変動をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

意見表明の基礎 

 

 私どもは、米国において一般に公正妥当と認められる監査基準（米国ＧＡＡＳ）に準拠して監査を

行った。これらの基準に基づく私どもの責任は、本報告書の財務書類の監査に関する監査人の責任の項

により詳細に記載されている。私どもは、私どもの監査に関連して該当する倫理要件に従い、ファンド

から独立し、その他の倫理的責任を果たすことが求められている。私どもは、私どもの監査意見表明の

基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。 

 

財務書類に関するマネジメントの責任 

 

 マネジメントは、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類の作成およ

び適正表示、ならびに、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成し適正に表示する

ことに関連した内部統制の整備、運用および維持について責任を負っている。 

 

 財務書類の作成にあたって、マネジメントは、ファンドが財務書類の発行準備が整った日から１年間

継続事業体として存続する能力について、重大な疑問を提起するような状況や事象が、全体として判断

して、存在しているかどうかを評価することが求められる。 

 

財務書類の監査に関する監査人の責任 

 

 私どもの目的は、財務書類が、不正によるか誤謬によるかにかかわらず、全体として重要な虚偽表示

のないものであるかどうかについて合理的な保証を得るとともに、私どもの意見を付した監査報告書を

発行することである。合理的な保証とは、高い水準の保証であるが絶対的な保証ではなく、したがっ

て、米国ＧＡＡＳに従って実施された監査が、重要な虚偽表示が存在する場合には常にそれを検出する

という保証ではない。不正には共謀、偽造、意図的な不作為、虚偽表示、内部統制の無効化が含まれる

可能性があるため、不正に起因する重大な虚偽表示を検出しないリスクは、誤謬に起因するものよりも

高い。虚偽表示は、個別にまたは全体として、合理的な財務書類利用者が当該財務書類に基づいて行う
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判断に影響を与える重大な可能性がある場合に、重要とみなされる。 

 

 米国ＧＡＡＳに従って監査を実施するにあたり、私どもは以下を行う。 

 

・ 監査全体を通じて、職業専門家としての判断を行使し、職業的懐疑心を維持すること。 
・ 不正によるか誤謬によるかにかかわらず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを特定および評価

し、当該リスクに対応する監査手続を立案し、実施すること。このような手続には、財務書類に
おける金額および開示に関する証拠の試査による検証が含まれる。 

・ 状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連した内部統制を理解するが、これは
ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明することが目的ではない。したがって、当該
事項についての意見表明は行われない。 

・ マネジメントが採用した会計方針の適切性およびマネジメントによって行われた重要な会計上の
見積りの合理性についての評価も含め、全体としての財務書類の表示を検討すること。 

・ 我々の判断において、ファンドが合理的な期間にわたり継続事業体として存続する能力について

重大な疑義を生じさせるような状況または事象が、全体として判断して、存在しているかどうか

について、結論すること。 

 

 私どもは、特に、監査の計画された範囲と時期、重要な監査所見、および私どもが監査中に特定した

内部統制関連事項について、ガバナンス責任者と連絡を取ることが求められている。 

 

プライスウォーターハウスクーパース 

2025年12月16日 

 

 

注：この監査報告書の訳文は、英語で作成された原文監査報告書を翻訳したものです。情報、見解また

は意見のあらゆる解釈において、英語版の原文監査報告書がこの訳文に優先します。 
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① 貸借対照表 

 

ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建） 

資産負債計算書 

2025年９月30日現在 

 

  米ドル  千円 

資産     

ＡＢケイマン・マスター・トラスト－グローバル・ 
ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（以下「投資
対象ファンド」という。）への投資 
（取得原価：14,988,045米ドル（2,303,063千円）） 

 44,626,965  6,857,379 

先渡外国為替契約に係る未実現評価益  254,284  39,073 

売却投資有価証券未収金  35,050  5,386 

資産合計  44,916,299  6,901,839 

     

負債     

保管会社に対する債務  710  109 

購入投資有価証券未払金  96,990  14,903 

未払販売報酬  94,330  14,495 

未払専門家報酬  41,222  6,334 

受益証券買戻未払金  35,536  5,460 

先渡外国為替契約に係る未実現評価損  27,150  4,172 

未払管理会社報酬  6,651  1,022 

未払代行協会員報酬  1,751  269 

未払投資運用報酬  350  54 

未払費用  69,752  10,718 

負債合計  374,442  57,537 

純資産  44,541,857  6,844,302 
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クラス 純資産 受益証券残高 純資産価格 

 （米ドル） （千円） （口） （米ドル） （円） 

豪ドル建－豪ドル 26,219,936 4,028,955 3,593,900 7.30 1,122 

豪ドル建－ブラジル 
レアル 

1,752,732 269,325 268,970 6.52 1,002 

米ドル建－ブラジル 
レアル 

2,293,300 352,388 348,650 6.58 1,011 

米ドル建－米ドル 14,275,889 2,193,633 1,292,910 11.04 1,696 

 

クラス 表示通貨の純資産価格 

 （表示通貨） （円） 

豪ドル建－豪ドル 豪ドル 11.03 1,191 

豪ドル建－ブラジル 
レアル 

豪ドル 9.85 1,063 

米ドル建－ブラジル 
レアル 

米ドル 6.58 1,011 

米ドル建－米ドル 米ドル 11.04 1,696 

 

 

財務書類に対する注記を参照。 
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② 損益計算書 

 

ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建） 

損益計算書 

2025年９月30日に終了した年度 

 

  米ドル  千円 

投資収益     

投資対象ファンドからの配当金収入の分配  380,242  58,428 

  380,242  58,428 

費用     

投資運用報酬  82,585  12,690 

管理会社報酬  4,346  668 

販売報酬  260,795  40,074 

専門家報酬  34,759  5,341 

管理事務代行報酬  23,805  3,658 

代行協会員報酬  21,733  3,339 

印刷費用  15,572  2,393 

名義書換事務代行報酬  14,439  2,219 

登録費用  10,479  1,610 

受託会社報酬  10,000  1,537 

保管会社報酬  3,305  508 

その他の報酬  1,907  293 

費用合計  483,725  74,329 

投資純損失  (103,483) (15,901)

投資ならびに為替取引に係る実現および 
未実現利益（損失） 

    

実現純利益（損失）：     

投資対象ファンドへの投資  6,000,734  922,073 

為替取引  (1,314,645) (202,008)

未実現評価損益の純変動：     

投資取引  (320,651) (49,271)

外貨建資産および負債  (34,388) (5,284)

投資対象ファンドへの投資および投資対象ファンドの 
為替取引に係る純利益 

 4,331,050  665,509 

運用による純資産の純増加  4,227,567  649,608 

 

財務書類に対する注記を参照。 
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ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建） 

純資産変動計算書 

2025年９月30日に終了した年度 

 

  米ドル  千円 

運用による純資産の増加（減少）     

投資純損失  (103,483)  (15,901) 

投資対象ファンドへの投資および為替取引に係る実現 
純利益 

 4,686,089  720,064 

投資対象ファンドへの投資ならびに外貨建資産および 
負債の未実現評価損益の純変動 

 (355,039)  (54,555) 

運用による純資産の純増加  4,227,567  649,608 

     

受益者への分配金     

豪ドル建－豪ドルクラス  (3,375,753)  (518,718) 

豪ドル建－ブラジルレアルクラス  (35,663)  (5,480) 

米ドル建－ブラジルレアルクラス  (55,041)  (8,458) 

米ドル建－米ドルクラス  (2,191,193)  (336,699) 

受益者への分配金合計  (5,657,650)  (869,354) 

     

受益証券取引     

買戻  (3,421,596)  (525,762) 

受益証券取引合計  (3,421,596)  (525,762) 

減少合計  (4,851,679)  (745,509) 

     

純資産     

期首  49,393,536  7,589,811 

期末  44,541,857  6,844,302 

 

 

財務書類に対する注記を参照。 
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ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建） 

財務書類に対する注記 

2025年９月30日現在 

 

１．組織 

ＡＢケイマン・トラスト（以下「トラスト」という。）は、ケイマン諸島の信託法に基づき

設立されたオープン・エンド型の免税アンブレラ・ユニット・トラストである。トラストは、

シリーズ・トラストとして、現在１つのポートフォリオである、グローバル・ハイ・インカ

ム・エクイティ・ファンド（外貨建）を運用している。当報告書は、グローバル・ハイ・イン

カム・エクイティ・ファンド（外貨建）（以下「ファンド」という。）に関連している。ファ

ンドの登録事務所は、インタートラスト・トラスティーズ（ケイマン）リミテッド（以下「受

託会社」という。）気付となる、ケイマン諸島、ＫＹ1-9005、グランドケイマン、カマーナベ

イ、ネクサスウェイ１に所在する。 

ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（2021年改訂）に基づく投資信託

として登録されており、ケイマン諸島金融庁の規制に従っている。 

現在、ファンドは以下の４クラスの受益証券の発行が可能である（注記３）。 

－豪ドル建－豪ドルクラス受益証券 

－豪ドル建－ブラジルレアルクラス受益証券 

－米ドル建－ブラジルレアルクラス受益証券 

－米ドル建－米ドルクラス受益証券 

募集されている受益証券の各通貨は、表示通貨（以下「表示通貨」という。）として認知さ

れている。豪ドル建－豪ドルクラス受益証券および豪ドル建－ブラジルレアルクラス受益証券

の表示通貨は、豪ドルである。米ドル建－ブラジルレアルクラス受益証券および米ドル建－米

ドルクラス受益証券の表示通貨は、米ドルである。 

アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーは管理会社／投資運用会社（以下「管理会社／

投資運用会社」という。）として従事する。 

ファンドは、実質的に資産のすべてを、管理会社／投資運用会社の関連ファンドであるＡＢ

ケイマン・マスター・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（以下

「投資対象ファンド」という。）に投資する。投資対象ファンドの受益証券は１クラスのみで

ある。ファンドの投資目的は（投資対象ファンドに対する投資を通じて）、世界の様々な業種

の株式を主要投資対象として分散投資を行い、配当収益の最大化と長期的な値上がり益を追求

することにある。ファンドが投資目的を達成することまたは投資リターンを得ることは保証さ

れていない。 

管理会社／投資運用会社が受託会社と協議の上、ファンドを事前に終了させることが受益者

の利益のためと判断する場合を除き、ファンドは2028年９月30日に終了する。 
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２．重要な会計方針の要約 

作成基準 

本財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「米国ＧＡＡＰ」

という。）に準拠して作成され、米ドルで表示される。本ファンドは米国ＧＡＡＰに基づく

投資会社であり、投資会社に適用される会計および報告指針に従っている。 

 

投資の評価 

ファンドは、受益証券１口当たり純資産価格に基づいた公正価値で投資対象ファンドへの

投資を計上する。2025年９月30日現在、ファンドは投資対象ファンドの発行済受益権総数を

保有していた。 

 

先渡外国為替契約 

先渡外国為替契約は、契約締結日における先渡外国為替レートと期末日におけるその先渡

レートとの差額で評価される。 

 

現金および現金同等物 

ファンドは、定期預金を含め、当初満期日まで90日未満のすべての流動性の高い投資を現

金同等物としてみなしている。 

 

外貨 

外貨建投資有価証券ならびにその他の資産および負債は、評価日現在の米ドルの金額に換

算される。外貨建投資有価証券の売買ならびに収益および費用は、各取引日の米ドルの金額

に換算される。 

ファンドは、投資に係る外国為替レートの変動による運用結果の部分を、保有証券の市場

価格の変動による変動と区分していない。かかる変動は、損益計算書の投資に係る実現純利

益（損失）および未実現評価損益の純変動に含まれる。 

外貨に係る実現純利益（損失）の計上額は、外貨の売り、証券取引に係る取引日と決済日

との間の実現為替差損益、ならびにファンドの帳簿に計上された配当金および利息の金額と

実際に受領されたまたは支払われた米ドル同等額との差額から生じる。外貨に係る未実現純

損益の計上額は、投資有価証券および期末日の空売り証券以外の資産および負債の公正価値

の、為替レートの変動の結果としての変動から生じる。 

 

収益認識 

証券取引は取引日基準で計上される。受取および支払配当金は配当落日に認識され、受取

および支払利息は発生主義で認識される。投資取引に係る実現損益は先入先出法で決定され

る。投資に係る実現可能と見込まれるディスカウントおよびプレミアムは、実効金利法を用

いて各投資の残存期間にわたり償却される。損益計算書に反映される収益および費用には、

投資対象ファンドが稼得した収益または発生した費用の金額は含まれていない。投資対象

ファンドによる未分配部分の金額は、ファンドの投資対象ファンドへの投資の評価額に含ま

れている。 
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収益および費用の配分 

ファンドは、計算期間の始めに適用されるクラスまたはシリーズの１口当たり純資産価格

に基づき、各クラスおよびシリーズへ収益および費用を比例配分する。注記５に記載のとお

り、各クラスの指定通貨に対する特定のヘッジクラス受益証券を通じて認識された損益は、

ヘッジ対象のクラスへと配分される。 

 

所得税 

米国ＧＡＡＰの所得税等の不確実性に関する会計処理の要件に従って、マネジメントは、

該当する税務期間のファンドの税務ポジションを分析し、ファンドの財務書類において所得

税引当金が不要であるとの結論に達した。 

ファンドは、ケイマン諸島政府の現行税法に基づき、税金が課されていないが、投資対象

ファンドは、投資している国々により課税の対象となる可能性がある。かかる税金は、通常、

稼得した収益および／または本国に送金されたキャピタルゲインに基づいている。税金は、

稼得した投資純利益、実現純利益および未実現純利益（損失）について課され、未払計上さ

れる。 

 

見積りの使用 

米国ＧＡＡＰに準拠した財務書類の作成では、マネジメントに、財務書類の日付における

資産および負債の計上額ならびに偶発資産および負債の開示（該当があれば）、ならびに報

告年度における収益および費用の計上額に影響を与える見積りおよび仮定を要求している。

実際の結果はこれらの見積りと異なる可能性があり、その差額は重大なものとなりうる。 

 

補償および保証 

ファンドは、通常の業務において、補償または保証を含む契約や合意書を締結している。

ファンドに対するこれらの条項の実行をもたらす将来の事象が起こるかもしれない。これら

の契約に基づくファンドの最大エクスポージャーは、未だ発生していない将来の事象を含む

ため不明である。 

 

３．受益証券取引 

受益証券の説明 

発行を認められる受益証券の口数に制限はなく、無額面となる。各受益証券は、ファンド

の無分割受益権を表しており、その結果、ファンドの終了時に受益者に対して支払われる金

額は、当該クラスのすべての受益証券残高で除された関連する受益証券クラスに帰属する純

資産価額における受益者の持分と等しくなる。クラスのすべての受益証券は、発行の際、買

戻しおよび分配に関して同等の権利を付与する。各受益証券は、１受益証券当たり１議決権

を含み、その他の各受益証券と同等の権利および権限を有する。 

ファンドは、特定の投資家のクラスの要求に応えるため、または市場慣行や一部の管轄に

おける規制に従うために、異なる報酬体系や発行要件を持つ様々なクラスの受益証券を受益

者の同意なしで、現在募集しており、将来においても募集することができる。 

管理会社／投資運用会社はその裁量において随時、特定の国または地域に居住または定着

している投資家に対する受益証券発行を、一時的に中止したり、無期限に停止したり、また
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は制限したりすることができる。管理会社／投資運用会社は、受益者全体および各ファンド

の保護に必要な場合には、特定の投資家による受益証券の取得を禁じることもできる。 

 

受益証券の当初発行 

受益証券は、当初、豪ドル建－豪ドルクラス受益証券および豪ドル建－ブラジルレアルク

ラス受益証券は１口当たり10豪ドル、米ドル建－ブラジルレアルクラス受益証券および米ド

ル建－米ドルクラス受益証券は１口当たり10米ドルで募集された。豪ドル建－豪ドルクラス

受益証券、豪ドル建－ブラジルレアルクラス受益証券、米ドル建－ブラジルレアルクラス受

益証券および米ドル建－米ドルクラス受益証券の最低当初投資額および最低追加投資額は、

それぞれ100口および10口である。 

 

受益証券の継続発行 

受益証券は、各ファンド取引日において、それぞれの受益証券１口当たり純資産価格（適

用される販売手数料が加算される）で表示通貨により購入することができる。ファンド取引

日とは、各ファンド営業日（英国および日本における銀行営業日ならびにニューヨーク証券

取引所の営業日および／または管理会社／投資運用会社が決定するその他の日。以下「ファ

ンド営業日」という。）をいう。 

 

受益証券の買戻し 

受益者は、ファンドの管理事務代行会社に対して、ファックスまたは郵便により取消不能

である買戻注文を送付することにより、各ファンド取引日に、受益証券の買戻請求をするこ

とができる。 

管理会社／投資運用会社は、各ファンド取引日について、受益証券の買戻しが通常の状況

下で買戻請求を行う受益者に対して同日に速やかに実行されるように、適切な流動性が各ク

ラスに関して維持されることを確保するように努めている。ただし、管理会社／投資運用会

社は、ファンドが各ファンド取引日において、同日におけるファンドの発行済受益証券の

10％超の買戻請求を受領した場合には、受益証券の買戻しを制限することができる。かかる

場合には、ファンドの受益証券を比例按分ベースで償還させることができる。管理会社／投

資運用会社による当該権限の行使により実施されなかった買戻請求の一部は、当初請求の全

部が充足されるまで、翌ファンド取引日およびその後のすべてのファンド取引日に関して行

われた請求として取り扱われる（この件に関連して、（管理会社／投資運用会社は同等の権

限を有する）。さらに、特定の状況において、受託会社は、管理会社／投資運用会社と協議

の上、受益者の受益証券を償還する権利を停止することができる。 

 

分配金 

管理会社／投資運用会社は、各月15日（以下「分配基準日」という。）に、毎月分配を宣

言する予定である。管理会社／投資運用会社は、（a）関連するクラスの受益証券に帰属する

実現および未実現利益（（i）配当金収入（ii）キャピタルゲインおよび（iii）通貨の運用

に帰属する利益を含む）、ならびに（b）関連するクラスの受益証券に帰属する分配可能な元

本から、毎月分配することを宣言し、支払いすることを予定している。 

また、管理会社／投資運用会社は、関連する受益証券のクラスに帰属する実現および未実



－  － 

 

 

37

現利益、および／または分配可能な元本から分配対象の範囲とするか否か、する場合にはそ

の範囲について決定する。 

2025年９月30日に終了した年度における受益証券取引は、以下のとおりである。 

 

 受益証券 金額（米ドル） 

 
2025年９月30日に 

終了した年度 

2025年９月30日に 

終了した年度 

豪ドル建－豪ドルクラス   

受益証券買戻 (188,260) (1,307,172) 

純減少 (188,260) (1,307,172) 

豪ドル建－ブラジルレアルクラス   

受益証券買戻 (21,500) (131,873) 

純減少 (21,500) (131,873) 

米ドル建－ブラジルレアルクラス   

受益証券買戻 (169,510) (915,505) 

純減少 (169,510) (915,505) 

米ドル建－米ドルクラス   

受益証券買戻 (96,440) (1,067,046) 

純減少 (96,440) (1,067,046) 

受益証券取引合計額：  (3,421,596) 

 

管理会社／投資運用会社は、みずほ証券株式会社を日本における販売会社（当該任務にお

いて、以下「販売会社」という。）として任命した。2025年９月30日現在、１投資家がファ

ンドの純資産の100％を単独で保有していた。販売会社および／またはファンドにおいて重大

な保有割合を有する投資家による取引は、他の投資家に影響を与えることがある。 

 

４．報酬および費用 

一方の当事者が他方の当事者を支配することができる場合または財務上もしくは業務上の

決定を行う際、他方の当事者に重要な影響力を及ぼすことができる場合、それらの当事者は

関連しているとみなされる。 

 

受託会社報酬 

受託会社は、ファンドの受益証券の発行入金から支払われる年間10,000米ドルの報酬を受

領する権利を有する。受託会社はまた、臨時の受託会社のサービスに対する報酬およびファ

ンドのために受託会社が支払った直接の立替費用をファンドの資産から受領する権利を有す

る。 

2025年９月30日に終了した年度において、ファンドでは10,000米ドルの受託会社報酬が発

生したが、2025年９月30日現在の未払残高はなかった。 
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管理会社／投資運用会社報酬 

管理会社／投資運用会社は、ファンドの管理会社として提供するサービス（以下「管理会

社報酬」という。）に関して、ファンドの資産から各月の各ファンド営業日におけるファン

ドの平均純資産価額の年率0.01％に相当する報酬の支払いを受ける権利を有する。 

管理会社／投資運用会社は、ファンドの投資運用会社として提供するサービス（以下「投

資運用報酬」という。）に関して、ファンドの資産から各月の各ファンド営業日における

ファンドの平均純資産価額の年率0.19％に相当する報酬の支払いを受ける権利を有する。受

益者は、投資対象ファンドに係る報酬および費用（0.85％の管理会社／投資運用会社報酬を

含む）およびその他の運用費用（管理事務代行報酬、受託会社報酬および保管会社報酬を含

むが制限されない）を間接的に負担する。 

管理会社／投資運用会社はまた、ファンドの資産からファンドのために管理会社／投資運

用会社が支払った立替費用および支出の支払いを受ける権利を有する。 

2025年９月30日に終了した年度において、ファンドでは82,585米ドルの投資運用報酬およ

び4,346米ドルの管理会社報酬が発生し、うちそれぞれ6,651米ドルおよび350米ドルが未払い

であり、それぞれ資産負債計算書の未払投資運用報酬および未払管理会社報酬に計上されて

いる。さらに、ファンドでは投資対象ファンドへの投資を通じて、366,714米ドルの投資運用

報酬および4,366米ドルの管理会社報酬がそれぞれ発生した。 

 

管理事務代行会社および名義書換事務代行会社報酬 

受託会社は、ファンドの管理事務代行会社および名義書換事務代行会社（以下「管理事務

代行会社および名義書換事務代行会社」という。）として活動するためにブラウン・ブラ

ザーズ・ハリマン・アンド・コーと管理事務代行契約を締結した。管理事務代行会社および

名義書換事務代行会社は、ファンドに関して提供するファンドの会計・管理事務サービスに

ついて、ファンドの資産から関連する月末から30暦日以内に毎月米ドルにより後払いされる

報酬の支払いを受ける権利を有する。ファンドの会計・管理事務サービスに関する報酬は年

間15,000米ドルおよびその他取引手数料である。名義書換事務代行サービスに関する報酬は

年間10,000米ドルに追加して受益証券のクラスごとに1,000米ドルおよびその他取引手数料が

課される。2025年９月30日に終了した年度において、ファンドでは23,805米ドルの管理事務

代行報酬および14,439米ドルの名義書換事務代行報酬が発生し、うちそれぞれ3,953米ドルお

よび2,467米ドルが未払いであり、資産負債計算書の未払費用に計上されている。さらに、

ファンドでは投資対象ファンドへの投資を通じて、17,645米ドルの管理事務代行報酬および

17,622米ドルの名義書換事務代行報酬がそれぞれ発生した。 

 

代行協会員報酬 

管理会社／投資運用会社は、アライアンス・バーンスタイン株式会社を日本における代行

協会員として任命した。代行協会員は、ファンドの代行協会員として提供するサービス（以

下「代行協会員報酬」という。）に関して、ファンドの資産から各月の各ファンド営業日に

おけるファンドの平均純資産価額の年率0.05％に相当する報酬の支払いを受ける権利を有す

る。 
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2025年９月30日に終了した年度において、ファンドでは21,733米ドルの代行協会員報酬が

発生し、うち1,751米ドルが未払いであり、資産負債計算書の未払代行協会員報酬に計上され

ている。 

 

販売会社報酬 

販売会社は、ファンドの販売会社として提供するサービス（以下「販売報酬」という。）

に関して、ファンドの資産から各月の各ファンド営業日におけるファンドの平均純資産価額

の年率0.60％に相当する報酬の支払いを受ける権利を有する。その他の販売会社が将来的に

任命される可能性がある。 

2025年９月30日に終了した年度において、ファンドでは260,795米ドルの販売報酬が発生し、

うち94,330米ドルが未払いであり、資産負債計算書の未払販売報酬に計上されている。 

 

５．デリバティブ金融商品 

ファンドは、収益を稼得しリターンを向上させること、当該ポートフォリオおよび受益証券

クラスのリスク・プロファイルをヘッジまたは調整すること、より伝統的な直接投資を代用す

ること、または他のアクセス不能な市場に対するエクスポージャーを得ることを目的として、

デリバティブを活用している。 

ファンドは、オフバランスシート・リスクを表す可能性があるデリバティブ契約を締結して

いる。オフバランスシート・リスクは、特定の投資に係る最大の潜在的損失が、資産負債計算

書に反映されたかかる投資の評価より大きい場合に存在する。 

一部のデリバティブ契約は、ファンドの純資産が規定水準まで下落した、または、ファンド

が当該契約におけるその他信用リスクに関する制限条項の充足に違反した場合に、店頭取引デ

リバティブの取引相手方に担保の要求や期限前にデリバティブ契約を終了することを認めてお

り、これにより当該取引相手に対する純債務の前倒しでの支払いを発生させる。 

ファンドが活用する主要なデリバティブ取引の種類および手法は以下のとおりである。 

 

先渡外国為替契約 

2025年９月30日に終了した年度において、ファンドは、米ドルに対する各受益証券クラス

の指定通貨のエクスポージャーをヘッジするために、以下のとおり先渡外国為替契約を締結

した。 

・豪ドル建－豪ドルクラス：豪ドル建－豪ドルクラスに帰属する純資産価額（未実現の為

替差損益は除く。）の米ドルエクスポージャーにつき、可能な限りほぼその全額に相当

する豪ドルの金額で、米ドルに対する豪ドルの先渡外国為替契約の買いを行う。 

・豪ドル建－ブラジルレアルクラス：豪ドル建－ブラジルレアルクラスに帰属する純資産

価額（未実現の為替差損益は除く。）の米ドルエクスポージャーにつき、可能な限りほ

ぼその全額に相当するブラジルレアルの金額で、米ドルに対するブラジルレアルの先渡

外国為替契約の買いを行う。 

・米ドル建－ブラジルレアルクラス：米ドル建－ブラジルレアルクラスに帰属する純資産

価額（未実現の為替差損益は除く。）の米ドルエクスポージャーにつき、可能な限りほ

ぼその全額に相当するブラジルレアルの金額で、米ドルに対するブラジルレアルの先渡
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外国為替契約の買いを行う。 

・米ドル建－米ドルクラス：先渡外国為替契約は行わない。 

 

先渡外国為替契約は、外貨を将来の日付に合意価格で売買する義務である。 

未決済の先渡外国為替契約の評価額の変動は、資産負債計算書の先渡外国為替契約に係る

未実現評価損益ならびに損益計算書の外貨建資産および負債に係る未実現評価損益の純変動

として計上される。当初契約と契約終了時の差額から生じる損益は、損益計算書の為替取引

に係る実現純利益（損失）に含まれる。 

リスクは、取引相手方が契約条件を満たすことができない可能性や、米ドルに対する外貨

の評価額の予想しない動きから生じることがある。額面または契約金額は、米ドル建で特定

の通貨契約においてファンドが有するエクスポージャーの合計を反映している。 

2025年９月30日現在、ファンドの未決済の先渡外国為替契約は以下のとおりである。 

 

先渡外国為替契約    

 
純資産比率 
（％） 

 
未実現評価益／（損） 

（米ドル） 

複数の評価益契約 0.57  254,284 

複数の評価損契約 (0.06)  (27,150) 

先渡外国為替契約合計 0.51  227,134 

 

ファンドは通常、特に、店頭取引の取引相手に対する信用リスクを軽減する目的で、店頭

デリバティブ契約の取引相手と国際スワップ・デリバティブ協会のマスター・アグリーメン

ト（以下「ＩＳＤＡマスター・アグリーメント」という。）を締結している。ＩＳＤＡマス

ター・アグリーメントには、一般的な債務、表明、担保ならびに債務不履行または終了事由

に関する規定が含まれている。ＩＳＤＡマスター・アグリーメントに基づき、ファンドは通

常、債務不履行または終了事由が生じた場合に、店頭取引の取引相手との間で特定のデリバ

ティブ金融商品の債務および／または債権を、保有する担保および／または差し入れた担保

と相殺して、純額で一括清算（クローズアウト・ネッティング）することができる。店頭取

引の取引相手による債務不履行が生じた場合、ファンドの純負債を上回る市場価値を有する

不履行当事者が保有する担保の回収が遅れる、もしくは拒否される可能性がある。 
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ファンドのＩＳＤＡマスター・アグリーメントには、ファンドの純資産が一定の水準以下

に下落した場合（純資産に係る偶発特性）に店頭デリバティブ取引を早期終了する規定が含

まれていることがある。これらの水準を割り込んだ場合、ファンドの店頭取引の取引相手は、

かかる取引を終了し、ファンドに対して、その終了した取引に関連する清算額の支払いまた

は受領を要求する権利を有する。期末日現在に保有する店頭デリバティブがある場合、追加

の詳細については、下表の店頭取引の取引相手別のネッティング契約を参照のこと。 

 

2025年９月30日に終了した年度において、デリバティブの種類別に分類したファンドのデ

リバティブ残高は以下のとおりである。 

 

 デリバティブ資産 デリバティブ負債 

デリバティブの種類 
資産負債計算書上の 

勘定科目 

公正価値 

（米ドル） 

資産負債計算書上の 
勘定科目 

公正価値 

（米ドル） 

外国為替契約 
先渡外国為替契約に
係る未実現評価益 

254,284 
先渡外国為替契約に
係る未実現評価損 

27,150 

合計  254,284  27,150 

 

デリバティブの種類 
損益計算書上の 

デリバティブに係る利益 
（損失）の勘定科目 

デリバティブに係る 
実現利益（損失） 

（米ドル） 

未実現評価益（損）
における変動 
（米ドル） 

外国為替契約 

為替取引に係る実現 
純利益（損失）、外貨建
資産および負債の未実現

評価損益の純変動 

(1,314,645) (34,389) 

合計  (1,314,645) (34,389) 

 

2025年９月30日に終了した年度において、ファンドは米ドルに対する豪ドル建－豪ドルク

ラス、豪ドル建－ブラジルレアルクラス、米ドル建－ブラジルレアルクラスの通貨エクス

ポージャーを管理するために先渡外国為替契約を締結した。元本金額は各受益証券クラスに

帰属する純資産額に近似しており、これら契約の損益は各受益証券クラスに配分される。 

財務報告目的上、ファンドは、ネッティング契約の対象であるデリバティブ資産とデリバ

ティブ負債を資産負債計算書上で相殺していない。 

期末日現在に保有するすべての店頭デリバティブは、ネッティング契約の対象であった。

以下の表は、ＩＳＤＡマスター・アグリーメント（以下「ＭＡ」という。）に基づいて相殺

可能な金額を控除し、さらにファンドが受領した／差し入れた関連する担保を控除した、

2025年９月30日現在のファンドの店頭取引の取引相手別のデリバティブ資産および負債を表

示している。上場デリバティブと中央清算スワップは、ネッティング契約の対象ではなく、

かかる取引は表から除外されている。 
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取引相手 

ＭＡの対象で
あるデリバ
ティブ資産 

（米ドル） 

相殺可能な 
デリバティブ 

（米ドル） 

純額 

（米ドル） 

受領した 
担保 

（米ドル） 

デリバティブ
資産純額 

（米ドル） 

ブラウン・ブラザーズ・
ハリマン・アンド・コー 

111,535 0 111,535 0 111,535 

シティバンク、エヌ・ 
エイ 

142,749 (27,150) 115,599 0 115,599 

合計 254,284 (27,150) 227,134 0 227,134 

 

取引相手 

ＭＡの対象で
あるデリバ
ティブ負債 

（米ドル） 

相殺可能な 
デリバティブ 

（米ドル） 

純額 

（米ドル） 

差し入れた 
担保 

（米ドル） 

デリバティブ
負債純額 

（米ドル） 

シティバンク、エヌ・ 
エイ 

27,150 (27,150) 0 0 0 

合計 27,150 (27,150) 0 0 0 

 

６．公正価値の測定 

公正価値の測定に関する米国ＧＡＡＰに準拠して、公正価値は、ファンドが測定日における

市場参加者間での秩序ある取引における資産の売却に伴って受け取る価格または負債を移転す

るために支払う価格と定義されている。米国ＧＡＡＰは、資産または負債の評価に対するイン

プットの透明性に基づき、公正価値の測定および公正価値の測定に関する３つのレベルの階層

に関する枠組みを確立している。インプットは観察可能または観察不能である場合があり、概

して、市場参加者が資産または負債の価格設定に利用するであろう仮定を指す。 

観察可能なインプットは、市場参加者がファンドから独立した情報源から入手した市場デー

タに基づいて資産または負債の価格設定に利用する仮定を反映する。観察不能なインプットは、

市場参加者が状況に照らして入手できる最善の情報に基づいて、資産または負債の価格設定に

利用する仮定についてファンド独自の仮定を反映する。各投資は、評価全体に対する重要性を

勘案したインプットの観察可能性に基づき、レベル分類されている。 

３つの階層のインプットは以下に要約されている。 

・レベル１－同一の投資に対する活発な市場での相場価格。 

・レベル２－その他の観察可能で重要なインプット（類似の投資に対する相場価格、金利、

期限前償還率、信用リスク等を含む）。 

・レベル３－観察不能で重要なインプット（投資の公正価値を決定する際のファンド独自の

仮定を含む）。 

 

ファンドは投資対象ファンドの公正価値を決定するために実務上の手段として純資産価額を

利用する。管理会社／投資運用会社は、公正価値の反映がなされていないと考えられる場合、

報告される純資産価額を調整する権利を有する。投資対象ファンドの投資評価の固有の不確実

性により、見積りの価値は当該投資対象ファンド向けの市場が存在していたならば利用された

であろう価値とは大きく異なる可能性があり、またその差額は重要であるかもしれない。 



－  － 

 

 

43

下表は、2025年９月30日現在におけるファンドの投資評価額を公正価値の階層レベル別に要

約したものである。 

 

 レベル１ レベル２ レベル３ 
合計 

（米ドル） 

その他の金融商品*：     

資産     

先渡外国為替契約 0 254,284 0 254,284 

負債     

先渡外国為替契約 0 (27,150) 0 (27,150) 

合計 0 227,134 0 227,134 

純資産価額による投資    44,626,965 

投資合計    44,854,099 

 

* その他の金融商品には、先物、先渡およびスワップなどのデリバティブ商品が含まれる。

デリバティブ商品は当該商品に係る未実現評価益（評価損）で評価される。その他の金融商

品には、市場価格で評価される、プレミアムの前払いを伴うスワップ、オプション、スワプ

ションが含まれる場合がある。 

 

ファンドの投資対象ファンドへの投資は純資産の５％を超えており、ファンドは日次で投資

対象ファンドに買戻しを請求することができる。2025年９月30日現在、投資対象ファンドには

買戻しについての制限はない。さらに、ファンドは投資対象ファンドへの投資を通じて、ファ

ンドの純資産の５％を超えたいかなる有価証券も保有していなかった。投資対象ファンドの投

資目的は、世界の様々な業種の株式を主要投資対象として分散投資を行い、配当収益の最大化

と長期的な値上がり益を追求することにある。 

 

７．財務ハイライト 

財務ハイライトは、2025年９月30日に終了した年度におけるファンドの財務パフォーマンス

を表している。 

１口当たりの運用パフォーマンスおよび比率は、それぞれ2025年９月30日に終了した年度に

おける平均受益証券総数および平均純資産に基づき計算される。 

受益者のパフォーマンスは、受益証券取引のタイミングや各受益証券クラスの指定通貨に固

有の通貨の運用に基づき変化する可能性がある。トータル・リターンは、期中における受益証

券１口当たり純資産価格（分配金の再投資を含む）の変動に基づき計算される。投資リターン

合計は、表示通貨の純資産価格に基づいている。 

平均純資産に対する運用費用の比率には、投資対象ファンドのいかなる費用も含まれていな

い。 
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 豪ドル建－豪ドルクラス  

 2025年９月30日に終了した年度  

期首純資産価格（米ドル） 7.76  

投資運用による収益   

投資純損失 (0.02)  

投資ならびに為替取引に係る実現および未実現純利益 0.47  

運用による純資産価格の純増加 0.45  

控除：分配金   

受益者への分配金 (0.91)  

期末純資産価格（米ドル） 7.30  

トータル・リターン   

米ドル表示の純資産価格に基づく投資リターン合計 7.38%  

豪ドル表示の純資産価格に基づく投資リターン合計 12.22%  

割合／補足データ   

期末純資産（千米ドル） 26,220  

平均純資産に占める割合：   

費用 1.11%  

投資純損失 (0.24)%  

 

 

 豪ドル建－ブラジルレアルクラス  

 2025年９月30日に終了した年度  

期首純資産価格（米ドル） 5.38  

投資運用による収益   

投資純損失 (0.01)  

投資ならびに為替取引に係る実現および未実現純利益 1.27  

運用による純資産価格の純増加 1.26  

控除：分配金   

受益者への分配金 (0.12)  

期末純資産価格（米ドル） 6.52  

トータル・リターン   

米ドル表示の純資産価格に基づく投資リターン合計 23.98%  

豪ドル表示の純資産価格に基づく投資リターン合計 29.53%  

割合／補足データ   

期末純資産（千米ドル） 1,753  

平均純資産に占める割合：   

費用 1.11%  

投資純損失 (0.25)%  
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 米ドル建－ブラジルレアルクラス  

 2025年９月30日に終了した年度  

期首純資産価格（米ドル） 5.43  

投資運用による収益   

投資純損失 (0.01)  

投資ならびに為替取引に係る実現および未実現純利益 1.29  

運用による純資産価格の純増加 1.28  

控除：分配金   

受益者への分配金 (0.13)  

期末純資産価格（米ドル） 6.58  

トータル・リターン   

米ドル表示の純資産価格に基づく投資リターン合計 24.14%  

割合／補足データ   

期末純資産（千米ドル） 2,293  

平均純資産に占める割合：   

費用 1.11%  

投資純損失 (0.23)%  

 

 

 米ドル建－米ドルクラス  

 2025年９月30日に終了した年度  

期首純資産価格（米ドル） 11.29  

投資運用による収益   

投資純損失 (0.03)  

投資ならびに為替取引に係る実現および未実現純利益 1.44  

運用による純資産価格の純増加 1.41  

控除：分配金   

受益者への分配金 (1.66)  

期末純資産価格（米ドル） 11.04  

トータル・リターン   

米ドル表示の純資産価格に基づく投資リターン合計 13.98%  

割合／補足データ   

期末純資産（千米ドル） 14,276  

平均純資産に占める割合：   

費用 1.11%  

投資純損失 (0.24)%  

 



－  － 

 

 

46

８．ファンドの投資上のリスク 

為替リスク 

投資対象ファンドの裏付けとなる投資は、ファンドの表示通貨とは異なる１つの、または

複数の通貨建てとなっていることがある。このことは、裏付けとなる投資の為替変動が、

ファンドの受益証券の純資産価額に対し多大な影響を及ぼすことがあることを意味する。投

資対象ファンドにおいて特定の通貨建てにより投資がなされることにより、当該通貨の価値

が１つの、または複数の他の通貨に関連して変動するリスクを負う。通貨価値に影響を及ぼ

し得る要因には、貿易収支、短期金利水準、異なる通貨建ての類似する資産の相対的価値の

相違、長期的な投資および投資元本の値上がりの機会ならびに政治的動向が含まれる。投資

対象ファンドは、米ドル以外の通貨建て資産の比率については制限されない。 

 

カントリー・リスク 

投資対象ファンドは、様々な国および地域に所在する発行体の証券に投資する。各国の経

済は、国内総生産または国民総生産の成長、インフレ率、資本の再投資、資源の自給自足お

よび国際収支ポジション等の点に関し、互いに有利にもまたは不利にも異なることがある。

一般的な発行体は、インサイダー取引規制、市場操作に関する制限、受益者の権利行使に関

する要件および情報の適時開示等の事項につき、様々な水準の規制の適用を受ける。発行体

の報告、会計および監査基準は、重要な点について国ごとに著しく異なることがあり、また

証券の投資家またはその他の資産への投資家に対し、国ごとに情報の提供が十分になされな

いことがある。このような国の経済は、国有化、収用・没収的課税、通貨ブロック、政治的

変革、政府規制、政治的・社会的不安定さまたは外交上の展開により、悪影響を受けること

があり、またファンドの投資対象資産も悪影響を受けることがある。収用、国有化またはそ

の他の没収の場合、ファンドは該当する国への投資全体を失うことがある。さらに、事業団

体、破産および債務超過について定める国々の法律により、投資対象ファンドのような証券

保有者に対する保護が限定されることがある。 

投資対象ファンドは、様々な市場で多くの異なるブローカーおよびディーラーと投資対象

ファンドの証券を取引することができる。ブローカーまたはディーラーの倒産の結果として、

当該ブローカーまたはディーラーに適用される規制によって当該ブローカーまたはディー

ラーに預託されている投資対象ファンド資産が全額損失することがある。さらに、特定の

国々の売買委託手数料が他の国々より高かったり、特定の国々の証券市場が他の国々と比べ、

流動性が低く、より不安定であったり、また政府による監督規制が必ずしも厳格でなかった

りする。 

また多くの国々の証券市場は、比較的小規模であり、そのような市場においては、時価総

額および取引高の大部分が、少数の産業を代表する限定された数の企業に集中する。その結

果として、こうした国の企業の株式に投資しているファンドは、相対的に大きな証券市場を

有する国々の企業の株式のみに投資しているファンドに比べ、より大きな値動きおよび著し

い流動性の低下を経験することがある。かかる小さな市場では、市場全体に影響を及ぼす不

利益な事由により、また大量の証券を取引する大口投資家により、さらに大きな影響を受け

ることがある。また証券決済に関して、遅延やオペレーション上の不確実性にさらされる場

合もある。 
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国によっては、外国人が投資を行う前提として政府の承認を要していたり、外国人による

投資を発行体の発行済証券の特定の比率のみに限定していたり、または国民が買付ける場合

に提供される企業の証券よりも不利となり得る条件（かかる条件には価格を含む）が付され

ている証券の特定の種類のみに外国人による投資を限定していたりする場合がある。かかる

制限または規制は、場合によっては、特定の証券に対する投資を制限しまたは妨げることが

あり、投資対象ファンドの経費および費用を増加させることがある。さらに、投資収益、投

資元本または証券の売却代金をある国から本国に送金することは、一部の国において規制さ

れており、事前に政府に対して一定の届出を行うことまたは一定の認可を得ることが必要と

なる場合がある。国によっては、国際収支が悪化した場合には、かかる国が海外からの元金

の送金を一時的に制限することがある。また、投資上のその他の制限の適用による場合に加

えて、投資対象ファンドは、送金のために必要な政府の承認が遅れることまたは拒否される

ことにより、悪影響を受ける場合がある。局地的な市場に対する投資については、投資対象

ファンドは追加費用の負担を伴うことがある特別な手続を採用することが要求されることが

ある。かかる要因は、ある国に対する投資対象ファンドの投資の流動性に影響を及ぼすこと

があるため、管理会社／投資運用会社は、当該要因が投資対象ファンドの投資に及ぼす影響

を監視している。 

 

デリバティブ・リスク 

ファンドはデリバティブを活用することができる。デリバティブは、その価値が裏付けと

なる資産、基準金利または指数の値により決まる、またはそこから生じる金融契約である。

管理会社／投資運用会社は、場合によっては、他のリスクを軽減する戦略の一環としてデリ

バティブを活用することがある。ただし、概して、ファンドまたは投資対象ファンドは、収

益を得ること、通貨エクスポージャーをヘッジすること、利回りを向上させることおよび

ポートフォリオの分散を図ることを目的として、直接投資としてデリバティブを活用するこ

とがある。取引相手方の信用リスク等のその他のリスクに加え、デリバティブは、価格設定

や評価が困難であるリスクおよびデリバティブの価値の変動が関連する裏付けとなる資産、

レートまたは指数と完全に連動しない可能性があるリスクを伴う。 

 

クラス間債務に係るリスク 

ファンドは、特定の受益証券クラスについて、ファンドの基準通貨に対して関連する表示

通貨へのエクスポージャーを軽減するために、先渡外国為替契約等の通貨デリバティブ取引

を行うことができる。ファンドは、通常、先渡外国為替契約が締結される特定の受益証券ク

ラスに償還請求を限定することに同意した取引相手との間でのみ先渡外国為替契約を締結す

るが、ファンド内の様々な受益証券クラス間において負債が法的には分離されないことから、

特定の受益証券クラスについての特定の指定通貨に関する通貨デリバティブ取引は、一定の

状況下において、ファンドのその他の受益証券クラスの純資産価額に影響を及ぼし得る債務

を発生させるというリスクが存在する。かかる場合には、ファンドのその他の受益証券クラ

スの資産は、当該受益証券クラスが被る債務を補填するために利用されることがある。 
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市場リスク 

市場リスクは、金利および為替レートの動きだけでなく投資ポジションの価格の変動など

の市場の変化により、投資ポジションの価値が変化する可能性である。市場リスクは、裏付

けとなる金融商品が取引される市場の変動性および流動性により直接影響を受ける。投資対

象ファンドは、エクスポージャーの分散、持ち高における制限の設定、関連する証券または

デリバティブ金融商品のヘッジなどを通じて、様々な方法で市場リスクを管理するよう努め

ている。市場リスクの管理能力は、投資ポジションおよびかかる投資ポジションをヘッジす

るために利用された商品との間の流動性、関連価格、変動性および相関関係の変化により制

約される可能性がある。 

 

信用リスク 

信用リスクは、取引相手方が契約義務を履行できなくなる、または担保価値が適切でなく

なるリスクである。ファンドおよび投資対象ファンドは、取引相手方の信用エクスポー

ジャーや信用価値をモニタリングすることにより、信用リスクを最小限に抑えるよう努めて

いる。 

 

オフバランスシート・リスク 

ファンドおよび投資対象ファンドは、オフバランスシート・リスクを示す可能性のある投

資取引の契約を締結することができる。オフバランスシート・リスクは、特定の投資に係る

最大の潜在的損失が、資産負債計算書に反映されたかかる投資の評価より大きい場合に存在

する。オフバランスシート・リスクは、一般的にデリバティブ金融商品の活用から発生する。 

 

９．後発事象 

マネジメントは、財務書類の発行準備が整った日である2025年12月16日までのファンドの財

務書類における後発事象の存在の可能性を評価した。 

2025年10月１日から2025年12月16日までの間、ファンドは受益証券買戻に関して748,666米ド

ルを支払い、総額98,218米ドルの分配金を支払った。 
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③ 投資有価証券明細表等 

ファンドは、資産の大部分を投資対象ファンドに投資しています。「資産負債計算書」を

ご参照ください。 
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Ⅳ．お知らせ 

 
 該当事項はありません。 
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